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平成２３年度災害復旧関係予算（政府原案）
の概要等

国土交通省河川局防災課　

国土交通省関係予算

Ⅰ . 予算の重点化
　各事業・施策分野においては、その目的・成果
に踏み込んできめ細かく重点化し、限られた予算
で最大限の効果の発現を図る。

【事　項】
①　「国土交通省成長戦略」（平成２２年 ５ 月）の実現

　　 １ ．海洋分野
○国際コンテナ戦略港湾等の整備・機能強化
○内航海運・フェリーの競争力強化と船員教
育の基盤整備
○革新的な船舶の省エネ技術の開発・普及等
○海洋権益確保のための海洋調査等の推進と
遠隔離島の活動拠点整備

　　 ２ ．観光分野
○訪日外国人旅行者の誘致の促進
○魅力的な観光地づくりと観光を支える人材
育成の推進
○休暇取得の分散化の促進と観光マインドの
育成

　　 ３ ．航空分野
○首都圏空港の拡充・強化
○バランスシートの改善による関空の積極的
強化

　　 ４ ．国際展開・官民連携分野
○官民連携による建設産業、鉄道システム等
の国際展開の促進
○官民連携（PPP）による社会資本の新たな
整備・管理システムの導入促進

　　 ５ ．住宅・都市分野
○大都市の国際競争力強化に向けた戦略づく
りと拠点の整備

○民間都市開発事業に対する新たな資金調達
支援
○中古住宅流通・リフォームの促進
○医療・介護と連携したサービス付き高齢者
向け住宅（仮称）の供給促進

　②　真に必要な社会資本の着実な整備
○国土ミッシングリンクの解消
○整備新幹線の着実な整備
○大都市圏の道路インフラ重点投資
○予防的な治水対策の強化
○激甚な災害等による被災地での再度災害防止
対策
○社会資本整備総合交付金の抜本的見直し

　③　交通基本法関連施策の充実
○交通基本法関連施策の充実　～生活交通サバ
イバル戦略～

　④　高速道路の原則無料化の推進
○高速道路の原則無料化の社会実験

⑤　安全、環境、地域の雇用・経済のための施策
の強化
○建築物等の耐震建替・改修等の促進
○公共交通インフラの耐震化の促進
○地震、津波、集中豪雨等観測・監視体制の強
化
○海上保安庁の巡視船等の整備の推進
○環境に優しい木造住宅・建築物の供給促進
○自動車交通分野のグリーン化・低炭素化
○離島等の地域の元気回復
○成長戦略の担い手としての建設産業の育成
○地籍整備による都市開発の促進等
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Ⅱ．事業仕分け結果の反映
　特別会計の事業・制度やこれまでの事業仕分け
の対象となった事業等を対象とした事業仕分け第
3弾の評価結果について、平成23年度予算に適切
に反映。

○事業仕分け第 3弾（特別会計仕分け・再仕分け）
の結果の反映
　平成22年１0月に行われた特別会計仕分けで
は、国土交通省関係の社会資本整備事業特別
会計及び自動車安全特別会計の事業と制度に
ついて検証が行われ、１１月に行われた再仕分
けでは、これまでの事業仕分けの対象となっ
た事業等について、国土交通省関係の１0事業
の再検証が行われた。
　その評価結果を踏まえ、特別会計について
は公共事業予算の縮減等、再仕分けについて
は観光関連予算の縮減等、平成23年度予算に
おいて適切に反映した。

Ⅲ . 地域主権の確立に向けた取組（一括交付金化へ
の対応等）
　社会資本整備総合交付金の一部について、「地
域自主戦略交付金（仮称）」に移行するとともに、
同交付金の抜本的見直しにより、地方の自由度・
使い勝手の更なる向上を図る。また、維持管理に
係る直轄負担金は全廃する。

　①　一括交付金化への対応
　平成23年度より投資補助金を一括交付金化す
ることに伴い、社会資本整備総合交付金の都道
府県分のうち、年度間、地域間の変動・偏在が
小さい事業等について「地域自主戦略交付金（仮
称）」に移行し、社会資本整備総合交付金を政
策目的達成のため計画的に実施すべき事業等に
重点化する。
　また、社会資本整備総合交付金の現行の 4分
野（活力創出基盤整備、水の安全・安心基盤整
備、市街地整備、地域住宅支援）を統合するこ
とにより、より一層柔軟な予算流用を可能にす
るなど、地方の自由度・使い勝手の更なる向上
を図る。

　②　維持管理に係る直轄負担金の全廃 
　維持管理に係る直轄負担金のうち、経過措置

として、22年度限りとされていた耐震改修等の
特定の事業に係るものを廃止し、23年度から、
維持管理に係る直轄負担金は全廃する。

　平成２３年度国土交通省関係予算
　　公共事業関係予算（国費）
　　　　 ４ 兆6,５５6億円（対前年度比：0.96）
　　（表－ １ 参照）

河川局関係予算

Ⅰ．予算全般
　①　基本方針
　河川局関係予算全体について、必要性・事業
効果等を勘案し優先順位付けを徹底するととも
に、行政刷新会議の指摘事項等も踏まえて、さ
らなる効率化・見直しを進める。

　②　元気な日本復活特別枠
　地域の住民生活の安定・安全や、経済発展の
支障となる水害・土砂災害等に対する不安の解
消を図り、元気な日本復活に寄与。
１ ．激甚な水害・土砂災害が生じた地域におけ

る再度災害防止対策
　激甚な水害・土砂災害が発生した地域にお
いて、早期の再度災害防止を図るため、短期
集中的に治水事業を実施。

２ ．生活の安定・安全を脅かすような災害が発
生した地域における災害対策
　床上浸水被害が頻発するなど、繰り返しの
水害・土砂災害の発生等により、生活に大き
な支障がもたらされている地域において、被
害の防止・軽減を図るため、集中的に事業を
実施。

　③　全般
　災害危険度の高い地域における効果的な災害
予防対策を着実に実施するとともに、災害が発
生した地域における再度災害防災対策を適切に
実施。
１ ．維持管理
　既存施設が機能発揮するよう、コスト縮減
に努めつつ適切な維持管理を行うとともに、
更新が必要な施設の増大が見込まれているこ
とを踏まえ、施設の長寿命化対策等の戦略的



（4） 第 740 号 防 災 平 成 23 年  2  月  １  日

維持管理を進める。
２ ．災害対応・危機管理対策
　災害が発生した地域において再度災害の防
止対策を適切に実施するとともに、災害が発
生した場合の危機管理体制の充実を図る。

３．予防的な治水対策
　国民の生活の安全安心を確保するため、災
害危険度の高い地域における効果的な災害予
防対策を重点的に実施するとともに、併せて
気候変動・地球温暖化への適応策を実施する。

４ ．良好な河川環境の回復
　河川の再自然化や湿原の復元など、環境再
生のための河川整備等を地域のNPO等と連
携しつつ推進するとともに、併せて観光振興
等を支援する。

５ ．ダム建設
　検証の対象としない事業のうち、継続的に
事業を進めることとしたダム事業について
は、可能な限り計画的に事業を進めるために
必要な予算を計上。また、川辺川ダムについ
ては生活再建事業を継続するために必要な予
算を計上。
　検証対象としたダム事業については、平成
22年度予算と同様に、基本的に、用地買収、
生活再建工事、転流工工事、本体工事の各段
階に新たに入らず、地元住民の生活設計等へ
の支障に配慮した上で、必要最小限の予算を
計上。ただし、八ッ場ダムについては、これ
までと同様に生活再建事業を進めるために必
要な予算を計上。
　また、補助ダム事業については、今後、個
別ダムの検証の動向を可能な限り見極めた上
で、適切に対応することとする。（実施計画
において確定）

Ⅱ．新規制度
①　流域貯留浸透事業の拡充（社会資本整備総合

交付金対象事業）
　既存の多くのため池を活用できるように、当
該河川の流域（流域面積が 7㎢以下）で複数の
ため池により3,000㎥（総合治水対策特定河川
の流域にあっては１,000㎥）以上の治水容量を
確保するものも対象とするように要件の拡充を
行う。

②　河川等災害関連事業（原因除去）の拡充
　河川等災害関連事業のうち、河川工事、砂防
工事及び道路工事において効果的かつ効率的に
改良復旧事業を実施するため、被災箇所に接続
する水路、渓流、排水施設等からの溢

いっ

水
すい

氾濫等
が、当該災害の発生原因となった場合、その原
因の除去又は是正を行うことが可能となるよう
に要件の拡充を行う。

Ⅲ . その他
①　地域主権の確立に向けた取組（一括交付金化

への対応等）［再掲］

　社会資本整備総合交付金の一部について、「地
域自主戦略交付金（仮称）」に移行するとともに、
同交付金の抜本的見直しにより、地方の自由度・
使い勝手の更なる向上を図る。また、維持管理
に係る直轄負担金は全廃する。
１ ．一括交付金化への対応
　平成23年度より投資補助金を一括交付金化
することに伴い、社会資本整備総合交付金の
都道府県分のうち、年度間、地域間の変動・
偏在が小さい事業等について「地域自主戦略
交付金（仮称）」に移行し、社会資本整備総
合交付金を政策目的達成のため計画的に実施
すべき事業等に重点化する。
　また、社会資本整備総合交付金の現行の 4
分野（活力創出基盤整備、水の安全・安心基
盤整備、市街地整備、地域住宅支援）を統合
することにより、より一層柔軟な予算流用を
可能にするなど、地方の自由度・使い勝手の
更なる向上を図る。

２ ．維持管理に係る直轄負担金の全廃
　維持管理に係る直轄負担金のうち、経過措
置として、22年度限りとされていた耐震改修
等の特定の事業に係るものを廃止し、23年度
から、維持管理に係る直轄負担金は全廃する。

②　スーパー堤防事業について
　平成24年度概算要求までに事業スキームの抜
本的見直しを行い、平成24年度予算に反映する
こととし、平成23年度においては、以下の場合
を除き、予算措置しない。
・実施計画策定時までに、現在、実施中の箇所
のうち、中止した場合に土地所有者や住民等
の社会経済活動に重大な支障を及ぼすものに
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限り、土地所有者等の関係者の意見を聴取す
るとともに、事業評価監視委員会に諮った上
で、必要最小限の措置を行う場合。

　平成２３年度河川局関係予算
　　公共事業関係予算（国費）
　　　　6,60４億円（対前年度比：0.96）
　　（表－ ２ 参照）

（単位：百万円）表－ １ 　平成２３年度 国土交通省関係予算総括表

事　　　　項
前　年　度
予　算　額
（Ａ）

平成23年度
（Ｂ）

対前年度
倍　　率
（Ｂ/Ａ）

備　　　　　　　　考うち
「元気な日本
復活特別枠」

治 山 治 水 6１3,１29 590,98１ 57,350 0.96 １ ．本表は、沖縄振興開発事業費の国土交通省関
係分を含む。

2．推進費等の内訳（平成23年度）は、
　　○災害対策等緊急事業推進費等
  27,473百万円
　　○北海道特定地域連携事業推進費等
  8,859百万円
　である。

3．上段（　）書きは、対前年度との比較を容易
にするため、内閣府計上の地域自主戦略交付金
（仮称）に移行した額を加えた場合の計数である。

4．内閣府計上の地域自主戦略交付金（仮称）の
平成23年度全体額は 5１2,024百万円である。

5．本表のほか、内閣府計上の地域再生基盤強
化交付金62,000百万円がある。（平成22年度
１03,389百万円　対前年度倍率 0.60倍）

6．計数は、整理の結果異動することがある。

治 水 590,220 568,593 55,１59 0.96

海 岸 22,345 22,3１8 2,１9１ １.00

急 傾 斜 地 等 564 70 0 0.１2

道 路 整 備 982,１79 986,238 １07,928 １.00

港 湾 空 港 鉄 道 等 380,725 337,2１3 5１,43１ 0.89

港 湾 １65,489 １66,649 3１,77１ １.0１

空 港 １１3,１30 7１,944 8,337 0.64

都 市・幹 線 鉄 道 26,546 23,546 １１,323 0.89

新 幹 線 70,600 70,600 0 １.00

航 路 標 識 4,960 4,474 0 0.90

住 宅 都 市 環 境 整 備 504,009 477,１30 54,599 0.95

住 宅 対 策 20１,662 １82,303 30,000 0.90

都 市 環 境 整 備 302,347 294,827 24,599 0.98

市 街 地 整 備 6,250 １5,958 3,527 2.55

道 路 環 境 整 備 264,248 249,627 2１,072 0.94

都 市 水 環 境 整 備 3１,849 29,242 0 0.92

公園水道廃棄物処理等 85,833 44,393 １,207 0.52

下 水 道 49,624 １１,26１ １,207 0.23

国 営 公 園 等 36,209 33,１32 0 0.92

（2,１29,870） （１58,26１） （0.97）
社 会 資 本 総 合 整 備 2,200,000 １,753,870 76,766 0.80

小　　　　　計 4,765,875 4,１89,825 349,28１ 0.88

推 進 費 等 39,2１0 36,332 １,１46 0.93

（4,602,１57） （43１,922） （0.96）
一般公共事業計 4,805,085 4,226,１57 350,427 0.88

災 害 復 旧 等 53,449 53,449 0 １.00

（4,655,606） （43１,922） （0.96）
公共事業関係計 4,858,534 4,279,606 350,427 0.88

官 庁 営 繕 １9,028 １7,783 １,573 0.93

船舶建造（海上保安庁） 24,458 2１,8１3 8,284 0.89

そ の 他 施 設 9,337 9,336 827 １.00

行 政 経 費 673,324 672,450 84,58１ １.00

（5,376,988） （527,１87） （0.96）

合　　　　　計 5,584,68１ 5,000,988 445,692 0.90
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災害復旧関係予算

Ⅰ．概　要
　洪水、地震、火山噴火等により被災を受けた河
川、道路、海岸、砂防設備等の公共土木施設につ
いて、被災原因の除去、再度災害防止の観点から
災害復旧事業、改良復旧事業を実施し、被災地域
の早期復旧、民生安定化を支援します。特に早急
な対応が必要な箇所については応急復旧制度を適
用するなど、災害復旧制度を最大限に活用し、的
確かつ効果的な復旧を推進します。
　また、「美しい山河を守る災害復旧基本方針」
に基づき、自然環境の保全に配慮した事業を推進
することとしています。
　防災課所管事業の予算については、各事業毎に
災害発生年を含めて 3～ 5箇年度で事業を完了す
るとの方針に基づき予算計上を行っている。

　年災別では、各事業の最終の事業実施年度に当
たる年災については、事業の完了を図るための所
要額を計上し、事業が継続する年度に当たる年災
については、事業進度を考慮の上、必要な所要額
を計上し、23年災については、未発生災害である
ため、今後発生するであろう災害に支障を生ずる
ことの無いよう必要な所要額を計上している。

Ⅱ．新規拡充
　河川等災害関連事業（原因除去）の拡充［再掲］

　河川等災害関連事業のうち、河川工事、砂防工
事及び道路工事において効果的かつ効率的に改良
復旧事業を実施するため、被災箇所に接続する水
路、渓流、排水施設等からの溢

いっ

水
すい

氾濫等が、当該
災害の発生原因となった場合、その原因の除去又
は是正を行うことが可能となるように要件の拡充
を行う。

（単位：百万円）表－ ２ 　平成２３年度 河川局関係予算総括表

事　　　　項
前　年　度
予　算　額
（Ａ）

平成23年度
（Ｂ）

対前年度
倍　　率
（Ｂ/Ａ）

備　　　　　　　　考うち
「元気な日本
復活特別枠」

治 山 治 水 602,845 580,60１ 56,206 0.96 １ ．左記計数のほか、前年度剰余金等として平成
23年度 34,053百万円、前年度 １0,745百万円が
ある。

2．左記計数のほか、社会資本整備総合交付金（国
費 １.75兆円）がある。

3．左記計数のほか、行政部費として平成23年度
国費 １,626百万円、前年度国費 １,680百万円が
ある。

治 水 590,１54 568,544 55,１59 0.96

海 岸 １2,１27 １１,987 １,047 0,99

急傾斜地崩壊対策等 564 70 − 0.１2

都 市 水 環 境整備事業 26,279 24,288 − 0.92

特定治水施設等整備事業 5,１33 4,939 − 0.96

住宅宅地基盤特定治水
施 設 等 整 備 事 業 205 52 − 0.25

下水道関連特定治水
施 設 整 備 事 業 4,928 4,887 − 0.99

小　　　　　計 634,257 609,828 56,206 0.96

災 害 復 旧 関 係 事 業 50,602 50,602 − １.00

災 害 復 旧 42,003 42,303 − １.0１

災 害 関 連 8,599 8,299 − 0.97

合　　　　　計 684,859 660,430 56,206 0.96
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　平成２３年度国土交通省関係災害復旧関係予算
　　公共事業関係予算（国費）
　　　　５３４億円（対前年度比：１.00）

（単位：百万円）表－ ３ 　平成２３年度 防災課所管災害復旧関係予算総括表

事　　　　項
前　年　度
予　算　額
（Ａ）

平成23年度
（Ｂ）

対前年度
倍　　率
（Ｂ/Ａ）

備　　　　　　　　考

災 害 復 旧 24,420 33,478 １.37 （注）補助率差額を除く。

災 害 関 連 2,206 １,758 0.80

河 川 等 大 規 模 関 連
（災 害 緊 急 対 応 費）

200 200 １.00

河 川 等 助 成 １,004 952 0.95

河 川 助 成 995 95１ 0.96

海 岸 助 成 0 0 　−

災 関 特 別 9 １ 0.１１

災 害 関 連 １,002 606 0.60

一 般 関 連 952 567 0.60

特 定 関 連 等 50 39 0.78

特 定 関 連 50 38 0.76

特 定 小 川 0 １ 　−

合　　　　　計 26,626 35,236 １.32

　　うち、防災課所管分
　　　公共事業関係予算（国費）
　　　　　３５２億円（対前年度比：１.３２）
　　　（表－ ３ 参照）
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１ ．背　景
　近年、局地的豪雨が増える傾向にある中、過疎地
域等財政規模の小さい市町村を中心に、局地的では
あるものの大きな被害が発生しています。
　このような財政規模の小さな市町村は、一般的に
は財政力が弱く、現行の局激指定基準である、査定
事業費の標準税収入割合が５0％以下であっても重い
負担となることが多いことから、指定基準を見直す
こととなりました。

２ ．見直しの内容 
　標準税収入が５0億円以下の市町村において生じ
た、査定事業費2．５億円を超える災害について、査
定事業費の標準税収入割合が20％を超える市町村を
局地激甚災害の対象に追加する。
（※�上記措置との均衡上、標準税収入５0億円〜１00億円

の市町村について、財政規模に応じて、20％超〜

公共土木施設等に係る局地激甚災害指定
基準の改正について

出典：内閣府（防災担当）HPより

基準改正により局激対象となる市町村（平成２２年災害）
１２月２7日現在

　  は基準改正で対象となる市町村

都道府県 市町村名 旧市町村名�

岐 阜 県 八百津町

広 島 県 庄 原 市

山 口 県 美 祢 市

都道府県 市町村名 旧市町村名�

静 岡 県 小 山 町

○平成２２年 台風第 ９ 号（ ９ 月 4 日〜 ９ 月 ９ 日）

○平成２２年 梅雨期豪雨（ 6 月１１日〜 7 月１９日）

５0％超とする調整措置を設定）。

（参考）�基準改正により、新たに局地激甚災害の対象

となると見込まれる主な災害等

○平成22年 梅雨前線豪雨

　岐阜県八百津町、広島県庄原市、山口県美祢市

○平成22年 台風第 ９号

　静岡県小山町

○平成22年 奄美地方における豪雨

　鹿児島県奄美市、瀬戸内町

３ ．今後のスケジュール
　平成23年 １ 月中旬
局地激甚災害指定基準の改正（持ち回り方式で
中央防災会議決定）

　平成23年 3 月中旬
新基準に基づき、平成22年災害の局地激甚災害
指定（いわゆる年度末局激）
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都道府県 市町村名 旧市町村名

鹿児島県 奄 美 市

住 用 村 １１/１９早期局激指定

笠 利 町

名 瀬 市

大 和 村 １１/１９早期局激指定

龍 郷 町 １１/１９早期局激指定

瀬戸内町

○平成２２年 奄美豪雨（１0月１8日〜１0月２5日）

参考
激甚災害制度について

　激甚災害制度は、地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認
められる災害が発生した場合に、当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対して適用すべき
災害復旧事業等にかかる国庫補助の特別措置等を指定するものである。
　なお、指定については、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく政令で
指定することとなるが、政令の制定に当たっては、あらかじめ中央防災会議の意見を聴くこととされている。

【激甚災害制度の概要図】
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激甚災害指定基準
（中央防災会議決定）

Ⅰ　公共土木施設関係

⑴　本激Ａ基準

⑶　局激基準
　①　年度末局激

全国の災害復旧事業費
の査定見込額 ＞ 全国の都道府県と市町村

の標準税収入の合計 ×0.5％

概ね1,503億円以上の査定見込額が必要（30.1兆円×0.5％）

⑵　本激Ｂ基準

全国の災害復旧事業費
の査定見込額 ＞ 全国の都道府県と市町村

の標準税収入の合計 ×0.2％

市町村が負担する災害復旧事業等の
査定事業費

（１千万円以上）
＞ 当該市町村の

標準税収入 ×50％

都道府県が負担する
復旧事業費の査定見込額 ＞ 当該都道府県の

標準税収入 ×25％

都道府県内の市町村が負担する
復旧事業費の査定見込額の合計 ＞

当該都道府県内の
市町村の

標準税収入の合計
× 5％

概ね601億円以上の査定見込額が必要（30.1兆円×0.2％）

かつ、以下のいずれかの基準を満たす都道府県があること

　②　早期局激
　①の公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額からみて①に掲げる
災害に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災害に係る被
害箇所の数がおおむね十未満のものを除く。）

（ただし、これに該当する市町村の当該査定事業費を合算
した額が概ね１億円未満である場合を除く。）
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我が国における降雨状況の変化（気象庁資料）

図− １ 　全国 5１地点の観測値から得られた日降水量２00ミリ以上の年間発生日数の長期変化

年々の値（細線）と１１年移動平均値（太線）を示す。

図− ２ 　アメダスから得られた １ 時間降水量50㎜以上の発生回数
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１ ．岩手県の概要　
　岩手県は本州の北東部に位置し、東西約１22㎞、
南北約１89㎞と南北に長い楕円の形をしています。
その広さは北海道に次ぐ面積であり、日本面積の 4
％を占めています。
　岩手県の内陸部の大部分は山岳丘陵地帯で占めら
れ、西側には秋田県との県境に奥羽山脈があり、平
行して東部には北上高地が広がっています。そして、
この二つの山系の間を北上川が北から南に流れ、そ
の流域に平野が広がっています。

（ゆはず）を持って岩に刺したところ、泉が湧き出
たといわれています。
　また、岩手町は彫刻の町として知られており、毎
年、同町で開催される国際石彫シンポジウムは海外
の作家も数多く参加し、腕を競うユニークなイベン
トとして高い評価を受けています。

２ ．気象の状況
　 7月１7日は、全国的に高気圧に覆われていました
が、東北地方では上空の寒気の影響により大気の状
態が不安定となり、これに伴い東北北部を中心に激
しい雨が降り、岩手県においては、内陸部の岩手町、
葛巻町を中心として豪雨が発生しました。降り始め
からの雨量は、１7日の１8時から１9時にかけてピーク
に達し、岩手町の観測所では1時間で最大雨量59㎜
を記録し、総雨量は１１2㎜に達しました。
　一方、近傍の観測所では １時間最大雨量は20㎜、
総雨量は30㎜から50㎜程度と比較的小雨であったこ
とから、局地的な豪雨（ゲリラ豪雨）であったとい
えます。

図－ ２　１７日１８時からの １時間雨量分布
（気象庁HPより）

図－ １　位置図

岩手町

盛岡市岩手県岩手町

平成22年発生 
横沢川河川等災害関連事業について

岩手県県土整備部河川課　

改良復旧事業等の紹介

　この流域内の北緯40度に位置する岩手町には、北
上川の源泉とされる「弓

ゆは ず

弭の泉」が存在します。こ
の泉の由来は、１057年、前九年の役で源頼義、義家
父子が進軍した際、打ち続く炎暑に兵馬が苦しむ姿
を目の当たりにし、義家が観音に救世を祈願し弓弭
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表－ １　雨量観測値

時間最大 59mm

観測所名：水掘

３ ．被害の状況
　この豪雨により、岩手町を中心に床上浸水１7戸、
床下浸水24戸、農地冠水１3.１ha の被害が発生しま
した。また、町道の冠水や停電などにより、ライフ
ラインが切断され、孤立集落が生じたほか、さらに
国道 4号が 3時間にわたり通行止めになるなどの被
害が発生しました。
　これらにより地域住民の生活や、県内の社会経済
活動に多大な影響が生じました。

写真－ １　家屋浸水状況

洪水痕跡

写真－ ２　平成２２年 ７ 月１９日 岩手日報 朝刊
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４ ．河川の被災状況
　横沢川は、岩手町が管理する普通河川であり、
流路延長は4.8㎞、流域面積は１3.6㎢で、そのほと
んどが堀込河道の小河川です。河床勾配は １ /30〜
１ /50と急で、河床が不安定な状況となっています。
　過去の河川改修により、一部区間ではコンクリー
トブロックによる施工が実施されていますが、全体
的に改修が進んでいない状況です。
　今回の豪雨では、横沢川の現況流下能力を大きく
上回る流量が流れたことによる溢水氾濫が被災の大
きな原因となっています。
　また、河道内では屈曲部の水衝部において、河岸
浸食や決壊を受けている箇所があり、一部の区間で
は河道の埋塞なども生じています。

写真－ ４　護岸被災状況 写真－ ５　橋梁被災状況

写真－ ３　溢水氾濫状況

溢水

図－ ３　横沢川 被災状況 平面図

：浸水範囲
：橋梁被災国道４号

N

横沢川

護岸の被災

護岸の被災 護岸の被災

×

町道横沢高森線

町道冠水 町道冠水

町道冠水

××
×

×
×

×

××
×

東北新幹線

護岸の被災

　さらに、町道橋において、上流部からの大量に発
生した流木の影響により、損壊が生じました。
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５ ．災害関連事業
　今回の豪雨災害をうけ、平成22年１１月30日に、横
沢川災害関連事業が採択されました。事業延長は
3,583ｍで、発生年である今年度から 3カ年以内で
事業を完了する予定です。　
　横沢川災害関連事業においては、流下断面を現況
流下能力の33㎥/s 程度から、今回被災流量と同等の
流下能力である60㎥/s とする改良計画で河道改修
を進めるものであり、併せて河岸の浸食防止対策や
橋梁の架替を実施することとしています。
　改修計画の方針として、河道法線は現況河道法線
を基本とし、既設護岸が利用できる箇所は極力活か
した線形としています。また、河道は原則片岸拡幅
とし、やむを得ず河床を掘削せざるを得ない場合は、
現況の断面をスライドダウンするなど、環境への影
響が最小限となるよう計画しています。

６ ．おわりに
　今後は、引き続き事業主体である岩手町と連携を
図りながら、早期の改良復旧に努めるとともに、多
自然川づくりアドバイザーの助言や岩手県がこれま
で培ってきた多自然川づくりの経験、さらには定期
的に開催されるワークショップでの地域住民の意見
を積極的に反映しながら、「自然環境と人とが調和
した川づくり」を進めていくこととしています。
　最後に、災害発生時から災害査定・事業採択まで
適時・適切なご指導を頂いた国土交通省河川局防災
課を始め、関係機関の皆様に深く感謝を申し上げま
す。

図－ ４　横沢川 災害関連事業計画 平面図

：浸水範囲国道４号

N

横沢川河川等災害関連事業
Ｌ＝３,５８３ｍ

障害物（堰）の撤去

河道断面の拡幅（掘削）

横沢川

図－ ５　標準横断図

河道掘削
新設護岸

既設護岸

H.W.L



平 成 23 年  2  月  １  日 防 災 （17）第 740 号

１ ．はじめに
　平成20年 5 月に国土交通省緊急災害対策派遣隊
（TEC-FORCE：テックフォース）が設立され、昨
年で 3年目を迎えた。
　平成20年には岩手・宮城内陸地震、岩手県沿岸部
を震源とする地震の発生等により 5回出動。また、
平成2１年には、 7月中国・九州北部豪雨、台風第 9
号、駿河湾を震源とする地震の発生等により 4回出
動している。平成22年には、 7月の梅雨前線等によ
る大雨による被害を受けた広島県庄原市、 9月の台
風第 9号により被害を受けた静岡県小山町、１0月の
停滞前線に伴う集中豪雨による被害を受けた鹿児島
県奄美地方にTEC-FORCEを派遣している。
　本誌では、TEC-FORCE の概要とともに、平成
22年の活動内容等について報告する。

２ ．TEC-FORCEについて
　国土交通省緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）
は、大規模災害が発生した時に、広域的に国土交通
省の職員や資機材等を被災地に派遣し、河川や道路
などの社会資本を早期に復旧させるため、地方公共
団体等を支援するものである。
　TEC-FORCE 設立以前も地方公共団体への広域
的な技術支援は実施されてきたが、発災後、その都
度対応を検討・実施するのではなく、事前に人員・
資機材の派遣体制・受け入れ体制を整備し迅速・的
確な応急対応をすることが重要であると強く認識さ
れ、TEC-FORCE発足に至ったものである。
　また、過去の災害対応の経験を踏まえ、様々な自
然災害に迅速に対応できるようにするため、TEC-
FORCEの派遣決定を本省非常体制以上であったも
のを平成22年 6 月 3 日に、防災会議決定により改正
し、被災地域の地方整備局等の災害対策本部長が自
らのTEC-FORCE の派遣を決定できるようになっ
た。

　TEC-FORCE 隊は、本省、北海道開発局、地方
整備局、沖縄総合事務局、地方運輸局、国土技術政
策総合研究所等の職員で構成され、平成22年１0月 １
日時点での隊員数は2,608名である。

３ ．平成２２年の活動
３.１ 梅雨前線等による大雨
　 6月中旬から 7月中旬にかけて、梅雨前線が九州
から本州付近に停滞し、断続的に活動が活発となり、
九州、中国、東海地方を中心に大雨となった。この
大雨により、広島県庄原市では、斜面崩壊、土石流
等の大規模な被害が発生した。
　このため、国土交通省は広島県及び庄原市からの
要請を受け、 7月１7日〜27日の間、TEC-FORCE
隊員を派遣し、被災状況の調査、土砂流出の危険性
調査や早期本格復旧に向けた復旧方針等の技術的な
支援・助言等を行った。

＜被災状況調査、災害緊急調査等＞
　 7月１7日から中国地整 TEC-FORCE 隊員を派
遣し、防災ヘリコプターによる被災状況調査の実
施を開始するとともに、 7月１8日には本省 TEC-

災害緊急調査の様子（広島県庄原市）

緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の
平成22年の活動について

国土交通省河川局防災課　

災対室情報
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FORCE 隊員（高度技術指導班）を派遣し、災害復
旧方針の指導・助言等を行った。

＜土砂流出の危険性調査＞
　 7月１8〜１9日に国土技術政策総合研究所・独立行
政法人土木研究所から広島県庄原市の被災現場に
TEC-FORCE 隊員（高度技術指導班）を派遣し、
土砂流出の危険性について調査を実施した。

＜災害対策用資機材＞
　防災ヘリコプター、待機支援車を延べ１2台派遣し
た。

所　　属 派遣人数（人・日）

本　省 4

国土技術政策総合研究所 4

独立行政法人土木研究所 4

中国地方整備局 57

合　　計 69

調査結果の記者発表の様子（広島県庄原市）

庄原市長に調査結果の引き渡し

表　所属別派遣人数（ 7月１7日～ 7月２7日）

斜面・渓流の危険度調査の様子（広島県庄原市川北町）

＜土砂災害に対する斜面・渓流の危険度調査＞
　 7月2１〜22日に土石流とがけ崩れを中心に土砂崩
壊が発生した箇所の二次災害防止、周辺地域の危険
箇所等の安全性の点検を実施した。（全94箇所）

３.２ 台風第 ９号
　 9月 3日に沖縄の南海上で発生した台風第 9号は
沖縄近海を北西に進み、 8日１１時過ぎに福井県敦賀
市付近に上陸、その後、静岡県付近で熱帯低気圧に
変わり、夜には関東の東海上に抜けたが、東海地方、
関東地方に記録的な豪雨をもたらした。特に １時間
降水量およそ１20ミリを記録した静岡県小山町内で
は、家屋の浸水被害や道路、河川等に大規模な被害
を受けた。
　このため、静岡県駿東郡小山町からの要請を受
け、 9月１0日〜１5日の間、中部地整から延べ8１人の
TEC-FORCE 隊員を派遣し、災害復旧に向けた技
術支援等を実施した。



平 成 23 年  2  月  １  日 防 災 （19）第 740 号

＜災害対策用資機材＞
　被災状況調査のため、防災ヘリコプターを派遣し
た。

＜被災状況調査、災害緊急調査等＞
　１0月2１日から九州地整TEC-FORCE 隊員（情報
通信班）を派遣し、現地監視、情報通信支援の実施
を開始するとともに、１0月22日より防災ヘリコプタ
ーによる被災状況調査（被災状況調査班）、現地支
援班、応急対策班を派遣。１0月26日には本省、国土
技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所から
TEC-FORCE 隊員（高度技術指導班）を派遣し、
災害復旧方針の指導・助言等を行った。

所　　属 派遣人数（人・日）

本　省 4

国土技術政策総合研究所 1

独立行政法人土木研究所 1

九州地方整備局 283

中国地方整備局 8

四国地方整備局 2

合　　計 299

表　所属別派遣人数（１0月２１日～１１月 5 日）

被災状況調査の様子（静岡県駿東郡小山町）

被災状況調査の様子（鹿児島県奄美大島）

小山町長に調査結果の引き渡し

３.３ 奄美地方における大雨
　１0月１8日〜20日にかけて前線が奄美地方に停滞
し、この前線に向かって南から湿った空気が流れ込
んだ影響により、鹿児島県奄美地方で局地的な大雨
となった。この大雨により島内各地で浸水被害や土
砂災害が発生するなどの大規模な被害が生じた。
　このため、鹿児島県からの要請を受け、１0月2１日
〜１１月 5 日の間、TEC-FORCE 隊員を派遣し、被
災状況の調査、早期本格復旧に向けた復旧方針等の
技術的な支援・助言等を行った。

＜災害対策用資機材＞
　防災ヘリコプター、情報収集車、照明車、衛星通
信車、Ku-SAT（携帯型衛星通信装置）、ヘリコプ
ター画像伝送装置等延べ１１2台を派遣した。

４ ．最後に
　約 3年の活動を通じてTEC-FORCE の名前も定
着してきている。離島での災害派遣の経験も加わり、
新たな課題も見えてきたところである。今後は特に、
被災した地方公共団体との円滑な連携に重点を置い
て、TEC-FORCE 活動の一層の充実を図っていき
たいと考えている。今後とも読者各位からのご指導・
ご鞭撻をお願いする次第である。

＜被災状況調査等＞
　被災直後から、防災ヘリコプターによる被災状況
調査や河川、道路等の被災状況に対する技術支援等
を実施した。
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１ ．徳島県の地勢、気象等の状況
　徳島県は、総面積が約4,１47㎢で、四国の東部
に位置し、吉野川河口部の沖積平野を除き、県土
の多くは急峻な山地を抱えており、西から東に向
かって「四国三郎」と呼ばれる吉野川が通ってい
ます。吉野川の北側に沿って日本で最大規模の活
断層・中央構造線が走っており、地質的にはこれ
を境として北側を内帯、南側を外帯と呼び、外帯
は御荷鉾構造線、仏像構造線によってさらに、三
波川帯、秩父帯、四万十帯に分類されます。
　特に三波川帯は、三波川結晶片岩と呼ばれる変
成岩からなり、広域変成作用の影響で基岩深部ま
で破砕されて非常に脆弱で地下水等の風化作用を
受けやすく、そのため全国有数の地すべり地帯と
なっており、その特性から破砕帯地すべりと呼ば
れます。
　徳島県の気象は剣山南麗を中心とした全国有数
の多雨地域と、吉野川北岸を中心とした小雨地域

とに大別されます。年平均降雨量では県南部に位
置する那賀川上流域と海部川流域が最も多く、
3,000㎜を超え、多い年には5,000㎜近くを記録す
ることもあります。	
　このような徳島県の持つ地質や気象等の特性に
より、これまでにも数多くの災害に見舞われてい
ます。
　例を挙げますと昭和50年台風 6号災害、昭和5１
年台風１7号災害、平成１6年台風１0号及び23号災害
等が挙げられます。
　近年では平成１6年 8 月の台風１0号により旧上那
賀町海川では、総雨量が2,000㎜を超え、 8月 １
日の日雨量は１,3１7㎜、時間雨量も最大１22㎜/h
という猛烈な豪雨が記録され , 甚大な被害が発生
しました。
　この平成１6年度は、本県では例年と比べ被害が
突出した年となり被害箇所は約2,１50箇所、被害
額は約259億円となりました。

徳島県の防災対策の取り組みについて

……………………………徳島県県土整備部河川局砂防防災課

四国地方の地質区分（出典：徳島の砂防）
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２ ．南海地震について
　「南海地震」は南海トラフ（海のプレートが陸
のプレートの下に沈み込むところ）沿いの紀伊半
島から四国沖で起こるマグニチュード 8クラスの
巨大地震で、江戸時代以降にも 4回発生していま
す。この地震の次回発生確率が年々高まっており、
今後30年以内の発生確率は平成23年 １ 月 １ 日を基
準日として、60パーセント程度とされており、日
一日と切迫性が高まっているところです。
　徳島県が平成１6年度に実施した「徳島県地震動
被害想定調査」による予測では、東南海・南海地
震連動（M8.6）及び南海地震（M8.6）における
地震分布は海岸部の低地で震度 6強、県東部の低
地や阿南市・海部郡・那賀町等県南部で震度 6弱、

その他震度 5強とされています。
　南海地震による液状化の危険度は海岸沿いの低
地で液状化危険度の高い場所が内陸まで入り込む
ことが予想され、県北東部の海岸平野が軟弱な砂
質土質に覆われており、特に危険度が高いとされ
ています。
　地震による津波の想定は県南部では地震発生わ
ずか 5分以内に津波の第1波が到達し、最大津波
高は、 9ｍにも達すると予想されています。
　また、津波により海岸部の広範囲で浸水被害が
予測され、県南部の海岸沿いでは 6ｍ以上に達す
るところもあります。
　これら地震の揺れ、津波、山・崖崩れ、更に火
災により県内では最も被害が大きいケースの冬季

南海地震の液状化危険度予測図
徳島県地震動被害想定調査（平成17年 3 月）による

南海地震の震度予測図
徳島県地震動被害想定調査（平成１7年 3 月）による

被害報告額近年推移
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午前 5時頃発生と想定すると、人的被害として最
大死者約4,300名、負傷者約１2,400名に及ぶこと
が予想されています。
　また、建築物の被害については、揺れ、液状
化 , 崖崩れ、津波、火災により最も被害が大きい
ケースの冬季午後 6時頃発生と想定すると全壊約
49,700棟（火災は 6時間後の消失棟数）と予測さ
れています。

3 ．防災対策の取り組み
　徳島県ではこれら増大する災害発生のリスクに
対応するべく、ソフト、ハードをあわせて様々な
取り組みを進めているところです。
⑴　県土整備部防災体制
　大規模災害発生時における防災体制として、県
では災害の規模に応じ第 １次から第 3次までの非
常体制の配備編成計画を策定し、災害発生時の初
動対応にあたることとしています。
⑵　南海地震対策・ソフト対策
　南海地震等大規模災害発生時における初動体制
の確立として、職員の配置計画、参集場所におけ
る事務分掌及び緊急時の連絡体制の作成を行って
います。
　また、県土整備部では、徳島県建設業協会など
１6機関と大規模災害時の支援協定を締結し、業界
団体等への協力を依頼しています。
　更に被害情報を迅速に収集整理し、的確な対応

を可能にするため、道路通行規制情報の他、気象
情報や道路、河川、海岸などの情報を一元管理す
る「防災情報統合管理システム」の構築を行うと
ともに地震への対応能力の向上のため、防災無線
を活用した情報伝達訓練の実施や南海地震対策防
災訓練の実施等も行っています。

徳島県道路防災情報管理システム

南海地震による第 １ 波到達時間及び最大津波高
徳島県津波浸水予測調査（平成１6年 3 月）による

⑶　南海地震対策・ハード対策
　住宅・建築物等の耐震化と土砂災害対策として
木造住宅等の耐震化の促進、公共建築物等の耐震
化の促進、災害に強いまちづくりの促進、公共土
木施設等の地震災害予防対策の促進、土砂災害対
策の促進等を行っています。
　また、津波対策として津波避難地域の解消及び
海岸保全施設の整備促進等を推進しています。
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　被災者の迅速な救助・救命対策としまして、防
災情報・通信体制の強化及び救急輸送体制の整備
促進等に取り組んでいるところです。

４ ．徳島県地震防災対策行動計画
　本県では県民の命を守るため、南海地震発生時
の死者ゼロを目指すことを理念とし、「徳島県地
震防災対策行動計画」を策定しています。（Ｈ１8. 
3 策定、Ｈ20.１0改訂）
⑴　徳島県地震防災対策行動計画の概要
　徳島県地震防災対策行動計画は、徳島県地域防
災計画に基づき、県が取り組むべき施策を計画的
かつ効果的に推進するための行動計画で、平成１8
年度から平成27年度までの１0年間を計画期間と
し、事前対策、応急対策、復旧復興の各段階にお
ける「南海地震発生時の死者ゼロ」を目指してい
ます。
　前期目標としまして、揺れと津波による「死者
ゼロ」を目指しています。そのため、最優先の課
題として、県民の防災力の強化、住宅・建築物の
耐震化、津波対策の推進などに重点的に取り組ん
でいます。
　後期目標としまして前期成果をふまえ、課題や
問題点の点検や見直しを行うとともに、引き続き
県民の防災力の強化や公共土木施設等の地震災害
要望対策など、より安全・安心の確保に向けた取
り組みを推進します。
　行動計画の重点項目は、
　・県民防災力の強化
　・住宅・建築物等の耐震化と土砂災害対策
　・津波対策の推進
　・被災者の迅速な救助・救命対策
　・被災者の生活支援対策
の 5項目を定めており、この中で県土整備部の取
り組みとして「木造住宅等の耐震化の促進」、「土
砂災害対策の促進」、「緊急輸送路体制の整備促進」
などを重点的に行っています。
⑵　計画における取り組み事例
①　防災拠点港の岸壁や臨港道路の耐震化の推進
　昭和南海地震（昭和2１年発生）による津波で県
南部海陽町浅川地区では死者85名、家屋の全壊
１6１戸、流失１85戸、その他、農地や橋梁、道路等

が甚大な被害を受けました。
　今後発生が懸念される次の南海地震に対し、地
域住民の安全・安心の実現のため、津波防護効果
を有する湾口防波堤の整備を平成 3年度から進
め、平成１8年度に完成し、更なる対策として、湾
奥部の胸壁の嵩上げ及び改良に平成2１年度から取
り組んでいるところです。

住民説明会の状況

当時浅川の惨状

②　土砂災害対策の促進
　平成１3年 4 月に施行となった土砂災害防止法に
基づき本県でも基礎調査を実施し、市町村の意見
を聴取したうえで、土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域の指定を進めていますが、この区
域の指定にあたっては、法律の趣旨、区域の内容
等の周知、防災意識の啓発のため、県内各地で住
民説明会を開催しています。

③　津波避難困難地域の解消
　本県では崖地の保全に併せ、津波避難困難地域
の解消に向けた避難路や避難場所の整備を推進し



（24） 第 740 号 防 災 平 成 23 年  2  月  １  日

《各県コーナー》

ています。例としまして阿南市における特定利用
斜面保全事業があります。
　阿南市が実施する防災公園整備工事との事業調
整を図り、土砂災害の未然防止と津波避難場所の
創出を一体的に整備しました。

に着手し、これまでに那賀川を渡る橋梁等の工事
を進め、昨年度、これらの工事が完成し、バイパ
スが開通したものです。

5 ．TEC–徳島（徳島県緊急災害対策派遣チーム）
　その他の取り組みとしまして「TEC–徳島」を
ご紹介します。「TEC–徳島」は県内（局地的災
害における被災市町村への派遣を想定）や他の都
道府県内で発生する地震や風水害等大規模災害発
生時に、県土整備部の技術職員が持つ専門的知識
を活用し、緊急調査や災害応急対策活動における
技術的な支援を速やかに行うことを目的として、
延べ345名で平成2１年 3 月１9日に発足しました。
土木では河川、砂防、道路・橋梁、海岸・港湾の
4分野、建築では被災建築物応急危険度判定、被
災宅地危険度判定の 2分野に区分けしています。

未改良区間及びバイパス写真

TEC- 徳島 発足式（Ｈ２１. 3 .１9）

特定利用斜面保全事業箇所（阿南市）における
総合防災訓練状況（Ｈ２0. 9 . １ ）

6 ．終わりに
　徳島県において平成22年は主として豪雨およ
び梅雨前線豪雨による災害が多くの被害をもた
らしました。事業採択時における事前打ち合わ
せから事業実施にあたり国土交通省、財務省両
省をはじめ関係機関、関係者の方々から多岐に
渡るご指導、ご助力を賜りました。ここに改め
て厚く御礼申し上げます。
　今後も県民の安全安心な生活を守り、豊かな
生活環境の整備に邁進して参りたいと考えてお
ります。また、関係各機関との連携を図りなが
ら、地域一体となって防災力を高めていきたい
と考えていますので、今後も一層のご支援、ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

④　緊急輸送路の整備促進
　徳島県では約１,000㎞あまりが第 １次から第 3
次の緊急輸送路に指定されており、重点的に整備
を進めています。例を挙げますと一般国道１95号
西宇工区があります。一般国道１95号は、高知市
を起点とし徳島市へ至る延長約204㎞の幹線道路
であり、広域的な交流を支えるとともに、災害時
には緊急輸送路としての役割を担う「生命線道路」
です。
　このうち那賀町折宇地区から西宇地区までの約
4.１㎞の区間については、現道が急峻な山間を一
級河川那賀川沿いに通過していることから道幅が
狭く見通しも悪い上に、山腹崩壊が頻繁に発生し、
その対策が特に急がれる区間でありました。
　このため、順次抜本的な改築工事に取り組んで
おり、平成１5年度から終点側の「西宇バイパス」
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査定官メッセージ

「昨年の査定を振り返って」
国土交通省河川局防災課

災害査定官

平　石　 　進

○はじめに（出身は群馬県）
　昨年 4月に東北地方整備局から参りました。入
省以来東北地方整備局勤務ですが、出身は「つる
舞う形の群馬県」です。
　これを聞いて、ピンとくる方は群馬県人です。
これは「上毛かるた」という群馬県の郷土かるた
の「つ」の読み札です。
　この前、テレビでやっていましたが、『群馬県
人は「上毛かるた」の読み札を全部言える』とい
うものでした。これは本当で、ほとんどの方が言
えるのではないでしょうか。
　「上毛かるた」は群馬県出身の偉人や、名所、
名産等がよまれており、子供たちに郷土をよく知
り、郷土を愛するようにほしいとの願いから昭和
22年に作られたもので、小学校では毎年冬に大会
があるので、そのときにみんな覚えます。私もい
まだに忘れておらず、すぐにでてきます。
　ちなみに「ち」といえば「力をあわせる
１６0万」。１６0万は群馬県の人口で私が小学生のと
きは１６0万人でしたが、現在は「力をあわせる
200万」となっています。

○昨年の災害
　全国計でみると、被害報告額ベースで過去最少
だった前年の約 ８割と災害が少ない年となりまし
た。気象庁が命名するような豪雨はありませんで
したが、7月上旬の梅雨前線豪雨による鹿児島県、
宮崎県、山口県、広島県、岐阜県など西日本から
東日本にかけての災害、 ９月 ８日の台風 ９号によ
る静岡県小山町の災害、さらには、10月１８日から
2１日にかけての前線豪雨による鹿児島県奄美地方
の災害など、最近の傾向である局地的な豪雨によ

る災害が全国各地で発生しました。雨量も各地で
観測史上最大を記録しました。
　
○昨年の査定を振り返って
　北は北海道天塩町から、南は鹿児島県奄美市ま
で計１６回、１4道県に査定に行きました。
　査定が無事に終了できたのも、各道県、市町村
の関係者や立会官の皆様の協力のおかげです。大
変お世話になりました。改めてお礼申し上げます。

　昨年の査定のなかで印象に残っているのは、静
岡県小山町の査定です。私が行った査定のなかで
最も被害が大きかった箇所です。須川という山地
部の急流河川では約 4㎞に渡って越水し、ブロッ
ク積護岸、背後地のわさび田などが至る所で被災
しており、元の河川がどこにあったかわからない
ような状況でした。幸いにも人災はなかったので
すが、水の威力を改めて思い知らされました。査
定箇所は 3箇所でしたが、そのうち １箇所は3６工
区あり、思った以上に時間がかかり、査定に １日
以上かかってしまいました。

　箇所数としては、約300箇所の査定を行いまし
た。その際に気づいた点、議論になった点につい
て、いくつか述べたいと思います。
　一つめは、申請者が現場をしっかりみているの
かなと思われる例がいつかありました。
　被災水位を聞くと、護岸の実際の場所ではなく
写真を示したり、用地境界を聞くと図面からスケ
ールアップしその場で測って示したりする例が見
られました。自分で確認していれば、すぐに答え
られるはずです。被災水位や用地境界の確認は申
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請の基本です。申請者心得１0箇条にも載っていま
すので、申請者が自分の目でしっかり確認しても
らいたいと思います。
　二つめは、河床低下に対する根固めの申請につ
いてです。
　ブロック積護岸の基礎天端が少し見える程度
で、護岸本体には影響がないと思われる程度の河
床低下の箇所で根固めブロックを申請している例
がみられました。負担法の考え方は施設の効用に
支障が出た場合にその効用を復旧することです。
護岸本体に影響がなければ、予防的な対応となり、
維持工事と見るべきものです。
　三つめは、欠壊防止として行う応急仮工事につ
いてどこまで負担法の対象となるかという議論で
す。
　護岸が被災した場合、欠壊防止として大型土の
うを積むわけですが、背後に人家等がない場合で
も護岸天端高まで積んでいる例が見られました。
被災直後の対応は管理者として重要ですので、管
理者としておこなうのはいいのですが、負担法の
対象は必要最小限度となります。査定で認められ

る工法は、毎年1回程度の出水等で被災する恐れ
のないようなものとなっており、この場合はすこ
しやりすぎのように思われます。
　
　以上の点はこれまで何度も言われていわれるこ
とですし、災害手帳にも載っていますので、今一
度確認願えれば幸いです。

○おわりに
　昨年の査定では、34の土木事務所等、26市町村
から申請を受けました。申請者の皆様におかれま
しては、夜遅くまでの設計書の修正等、本当にお
疲れ様でした。
　査定については、申請者に対して上記のような
意見を述べさていただきましたが、私自身も査定
官 １年目で、査定に時間がかかってしまった箇所
もありました。今後は、負担法の趣旨に基づき公
平公正な査定を行うことはもちろんですが、昨年
の経験を生かし、スムーズな査定ができるよう心
がけていきたいと思います。今後ともよろしくお
願いします。

防災課だより 人 事 異 動
〔河川局関係人事発令〕
△平成２3年 1 月18日

氏　　名 新　　　所　　　属 備　　　　　　　考

佐藤　直良 技監 河川局長

中嶋　章雅 九州地方整備局長（併）九州地方整備局建設業法令遵守推進本
部長

河川環境課長

関　　克己 河川局長 北海道局長

小池　　剛 河川環境課長 四国地方整備局企画部長
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「大分県の
防災への取組について」

大分県土木建築部
河川課防災班 主査
山村　直樹

１ ．大分県の災害の状況
・県の概況（地形、気候）、災害発生状況
　大分県は九州の北東部に位置し、東西１１９㎞、
南北１0６㎞、総面積６，33８㎢は全国の１．7％にあた
ります。
　地形的には、広大な火山地域、深い山地や谷、
変化に富んだ海岸線に恵まれて、阿蘇くじゅう国
立公園、瀬戸内海国立公園などを始めとして国定
公園や県立自然公園等の自然公園地域は県総面積
の約2８％にも達しており、地質的には中央構造線
により南北に分かれ、古いものから色々な時代の
地層が揃い、火成作用、変成作用、地殻変動をう
けたことにより多様な地質分布を示しています。
この複雑な地質と多様な地形が美しく豊かな自然

に恵まれた「豊の国　大分」を生み出しています。
　九州は一般的に温暖多雨ですが、本県は山地が
海岸に迫っているため気候は複雑で、大きく 4 つ
の気候区に区分されます。降雨は ６ 月から 7 月の
梅雨期、夏から秋にかけての台風期に多く、集中
豪雨により著しい被害を受けることがあります。
　近年では昭和５7年、平成 2 年、 ５ 年、 ９ 年に大
きな水害が発生しており、特に平成 ５ 年には ８ 回
の降雨により６，９00件、3９，000百万円の大きな災
害に見舞われていますが、ここ１0年間（Ｈ１3〜Ｈ
22）の平均は、８00件、4，200百万円ですが、特に
ここ 3 年は災害が少なく、今年度は22件、９８百万
円の査定決定件数・金額で過去最低のものとなっ
ています。
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２．大分県の防災ソフト対策
・大分県洪水避難情報システム（水位・雨量情報、
土砂災害警戒情報（砂防課））

　本県では、平成 2 年、５ 年の大きな水害を受け、
河川改修やダムの整備等のハード対策と合わせて
速やかな水防体制の確立、住民の避難活動を支援
するためのソフト対策にも取り組んでいます。
　本県では、平成 ８ 年度から情報基盤整備事業に
着手し、平成１2年度から「大分県洪水避難情報シ
ステム」として稼働しており、現在河川水位・雨
量情報、土砂災害警戒情報をインターネットによ
り一般公開しています。また本県の防災部局が管
理・運用している「県民安全・安心メール」に、
県管理河川が「はん濫注意水位」、「避難判断水位」
に達した時にメール通報するよう機能追加し、平
成22年 ６ 月から供用しています。
　今後は、より分かりやすい防災情報を提供する
ため IP 化、回線の 2 重化によりシステムを強化
し、河川プール等の河川親水施設や浸水常襲箇所
への河川監視カメラや警報装置等の設置を行って
いく予定です。

３ ．天ヶ瀬温泉地区（筑後川水系玖珠川）の取り
組み

　大分県のソフト対策のモデル地区として取り組
んでいる日田市天瀬町の事例を紹介します。

・天ヶ瀬温泉とは
　大分県西部の日田市に位置し、年間１５0万人の
人が訪れる十数軒の旅館街からなる川沿いの温泉
街です。その歴史は１300年前にさかのぼり、奈良
時代の「豊後国風土記」にも記されており、豊後
三大名泉の一つに数えられています。その特徴は
野性味あふれる川沿いの ５ つの共同露天風呂で
す。混浴のため若干勇気はいりますが、眼前を流

れる玖珠川の清流を眺めながらゆっくりと疲れを
癒すことができます。また周辺には「慈恩の滝」
や「桜滝」、一願成就で有名な「高塚愛宕地蔵尊」
などの観光スポットも点在しています。

・天ヶ瀬温泉（玖珠川）災害の歴史
　温泉街の中心を流れる玖珠川は、たびたび氾濫
し、甚大な被害を与えています。川沿いにある温
泉街は、その度に川に沈み、また復活してきたと
いえます。
　特に明治22年、大正１0年、昭和2８年は三大水害
と呼ばれ、天ヶ瀬温泉に甚大な被害を及ぼしてい

露天風呂

被災年 死者・行方不明者 流失家屋等 床上浸水家屋 その他被害

明治22年 7 月 １0人 ５５戸 多数 役場流失

大正１0年 ６ 月 4 人 ８0戸 １１0戸 橋梁流失 34箇所

昭和2８年 ６ 月 0 人 4１戸 2８0戸 橋梁流失 70箇所
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ます。
　昭和2８年の水害では、天ヶ瀬の雨量計は８2８㎜
を観測し年間降雨量の三分の一が ５ 日間で降る

「前代未聞」の異常降雨でした。
　当然その被害も尋常でなく、流失家屋4１戸床上
浸水2８0戸、道路不通箇所2１５箇所を数え、橋梁も
70橋が流されました。
　幸いにも、この災害による天ヶ瀬温泉街での死
者はありませんでした。
　その後も河川水位は毎年のように、危険水位を
超えており、近年では平成 ５ 年に家屋１５８戸（全
壊 2 戸、半壊 7 戸、床上１20戸、床下2８戸）の大
きな被害があり、平成１7年、１９年、2１年にも浸水
被害が発生しています。

平成１７年の出水状況写真

昭和２８年 ６ 月の大分合同新聞より
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・天ヶ瀬温泉地区（玖珠川）におけるハード対策
の現状と課題

　水害が頻発する要因として、玖珠川の流下能力
不足があげられます。
　温泉街の一番上流狭窄部の流下能力は1,040㎥/s
で、この流量は確率規模 １ / 2 以下、明日発生し
てもおかしくない程度の流量です。
　平成 ５ 年の洪水は、約2，８70㎥/s。ちなみに、

この流量は、確率規模で １ /40の流量です。
　もし平成 ５ 年洪水に対応する河川改修を行うな
らば2，８70㎥/s に対して、１，040㎥/s の流下能力
しかないため、河床掘削により川底を下げた場合、
良好な河川環境が失われ、かつ泉源にも大きな影
響を与えることが確実なため、観光資源も消失し
てしまいます。

　また、築堤となれば、最低でも 2 ｍ程度の堤防
が必要となり、約６0戸の家屋の立ち退きが余儀な
くされ、工事費も約６3億円と巨額になります。
　併せて、天ヶ瀬温泉街そのものが存続できるの
かという基本的な問題となり、築堤によって本来

守るべきものがなくなるという不合理を生じるこ
とにもなります。
　いずれの工法も自然環境や住民のコミュニティ
などに大きな負荷がかかります。そこで、当面は
ソフト対策に目を向けることとしました。
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・地域と協働してのソフト対策

る危険度を知ってもらう必要があります。そこで
避難訓練を実施して、避難に必要な時間を計測し、
避難の的確なタイミングを定めることとしました。
　ただし水位による危険度には、個人差がありま
す。そのために、避難訓練の実施に先立ち、多く
の方に参加してもらえるよう、チラシを作り住民
や旅館関係者に直接説明に伺いました。
　特に要援護者の避難をどのように行うか検討す
るため、要援護者のプライバシーに配慮して、県
と市と民生委員が組になって対象者のお宅を訪問
し、聞き取り調査を行いました。

あまがせ温泉まちづくりと恊働してのソフト対策

　天ヶ瀬温泉街では、平成１7年に天瀬温泉総合整
備事業基本計画策定委員会が結成されました。こ
の委員会は「平成１９年あまがせ温泉まちづくり協
議会」に引き継がれ、魅力ある温泉保養拠点を目
指すことになりました。この目標の一つにもてな
しと安全な空間の提供が設定されたため、官と民
が一体となって、安全のために共に行動すること
がはじめられました。そして数回の協議を経て、
より一層のソフト対策が観光資源を保全しつつ、
被害を最小限に抑えられるのではという結論に達
しました。 
　基本的にソフト対策は、住民に河川水位に対す
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防災無線

屋外放送

全員避難できたか確認！

点呼

アンケート記入

避難施設の点検

避難路の検討

避難情報 避難場所一時集合場所 避難所点検等

避難行動所要時間は　約10分

当時作成した訪問聞き取り台帳
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　また、メニューの内容についても要援護者が答
えたくない項目は空白にしています。このように
訓練の必要性をはっきり説明し、柔軟な対応をし
たことで、多くの要援護者の方に訓練の趣旨を理
解していただき参加してもらうことができました。
　避難訓練は平成2１年 ６ 月 7 日に実施しました。
まず、市の防災無線、屋外放送を使い、避難を呼
びかけましたところ、順調に一時集合場所に参加
者が集まりました。今回は数世帯ずつ班をつくり
行動してもらいました。班で行動すれば、全員が
避難したかの確認及び避難時の安全確保につなが
るためです。
　各班毎に、要援護者がちゃんと避難できたかの
確認を行った後に避難所へ移動しましたが、すべ
ての班が１0分以内で避難場所に到着することがで
きました。

　また、避難所へ移動した後、避難訓練について
アンケートを実施しました。
　アンケートの結果（抜粋）として住民からは、
わかりやすい水位情報や、目で見てわかる画像情
報などの提供を求められました。
　これらのことから的確な避難のタイミング、例
えば玖珠川の予測水位情報などを提供していくこ
とにより、更に安全な避難が可能になると考えら
れます。
　そこでこれまでの経緯を踏まえ、本県では、ソ
フト対策の充実を図るため、情報基盤整備事業の
一環として水位監視カメラの設置を行いました。
　また、現在では避難のタイミングを適切に割り
出せる洪水予報システムの構築に向けた準備を行
っており、今後も「わかりやすい情報提供」を目
指していきます。

Ａ ４判　約４４0頁　頒価5,000円（消費税込み）　送料協会負担

公共土木施設『災害復旧技術講習テキスト』

　近年公共土木施設の災害復旧業務については、建設コンサルタント等への委託に負うところが大きくなってき
ております。
　本書は、適切な災害復旧業務を円滑に推進するため、建設コンサルタント等災害復旧業務を担当する技術者向
けに災害採択の基本原則、工種別の復旧工法等、災害復旧業務に関する技術論を集大成したもので、技術者必読
のテキストです。
　　改訂版では内容の一層の充実を図るとともに、災害状況と採択事例について大幅な更新を行っております。

１．平成２１年発生災害の概要
２．災害採択の基本原則について
３．環境に配慮した災害復旧について
４．改良復旧事業について
５．災害復旧事業の技術上の実務について
６．災害復旧工法
　１．　道路・橋梁

　2．　河川・海岸
　3.　砂防・地すべり・急傾斜地
７．被災状況と採択事例
　１．　道路・橋梁… ６ 事例
　2．　河川・海岸…13事例
　3．　砂防・地すべり・急傾斜地… 4 事例

内 容 案 内

図書ご案内 平成２２年 5 月改訂版
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平成23年度災害復旧実務講習会 日程決まる

　　　　 １．期　日　　平成23年 ５ 月１7日（火）
　　　　　　　　　　　平成23年 ５ 月１8日（水）

　　　　 2．会　場　　東京都港区・ニッショーホール

なお、詳細については、後日お知らせ致します。

｝2 日間

お知らせ

協会事務所の移転について（お知らせ）

　この度、本協会の事務所移転に伴う定款の一部変
更申請が、国土交通大臣より認可されましたので、
下記の通り事務所を移転し、 2月28日㈪より新事務
所において業務を行うこととなりましたのでお知ら
せいたします。

移 転 先：〒１03-00１１
　　　　　東京都中央区日本橋大伝馬町 3−１１
　　　　　パインランドビル ５Ｆ

電　　話： 0 3 − ６ ６ ６ １ − ９ 7 3 0
Ｆ Ａ Ｘ： 0 3 − ６ ６ ６ １ − ９ 7 3 3
最寄り駅：東京メトロ「日比谷線」【小伝馬町駅】
　　　　　 3番出口から徒歩 2分

なお、E-mail 及び HPについては変更ありません。

小
伝
馬
町
駅

三
井
住
友
銀
行

寿
司
屋

滋
賀
銀
行

昭
和
通
り

至　
秋
葉
原

至　
新
橋

至　
銀
座

東
京
メ
ト
ロ

　
　

日
比
谷
線

至　
上
野

三
菱
東
京

　

Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

３番
　出口

江戸通り

えびす通り

（社）全国防災協会
（パインランドビル）
（１F 鈴木医院）

協会だより
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B ５ 判　1,136頁　上製本　頒価５,900円（消費税込み）　送料協会負担

災害復旧工事の設計要領（平成22年版）

　「災害復旧工事の設計要領」（通称「赤本」）は、昭和32年に初版を発行して以来、平成22年版で54版を数える
ことになります。
　その間には、請負工事への転換、機械施工の進展、新工法・新技術の開発、電算化への移行等社会情勢の変化
とともに、その都度内容の改正を行ってまいりました。
　災害復旧事業は、被災後速やかに復旧することが事業に携わる者の使命であり、このためには、災害査定設計
書を迅速かつ適確に作成する必要があります。
　災害査定用歩掛は、文字通り災害査定設計書を作成するための歩掛であり、実施計画書との乖離が生じないよ
うにとの配慮から、平成 5年 7月より土木工事標準歩掛に準拠したものとなっています。土木工事標準歩掛は、
施工形態の変動への対応及び歩掛の合理化・簡素化の観点からの歩掛の改正・制定が毎年行われています。平成
22年度の災害査定用歩掛の主な改正点は次のとおりです。

〔主な改訂内容の概要〕
⑴　歩掛について
　　災害査定用設計歩掛が準拠している土木工事標準歩掛（国土交通省）において、平成22年度は「機械土工」
など ６工種において改訂が行われた。
⑵　間接工事費について
　　共通仮設費、現場管理費の率分の大都市補正について１8地区が追加された。

第Ⅰ編　一般事項
　第 １章　総　　則
　第 2章　工事費の積算
　第 3章　一般管理費等及び消費税相当額
　第 4章　数値基準
　第 5章　建設機械運転労務等
　第 ６章　災害査定設計書記載例

第Ⅱ編　共 通 工
　第 １章　土　　工
　第 2章　共 通 工
　第 3章　基 礎 工
　第 4章　コンクリート工
　第 5章　仮 設 工

第Ⅲ編　河　　川
　第 １章　河川・海岸
　第 2章　河川維持工

　第 3章　砂　　防
　第 4章　地すべり防止工

第Ⅳ編　道　　路
　第 １章　舗 装 工
　第 2章　付属施設
　第 3章　道路維持修繕工
　第 4章　共同溝工

第Ⅴ編　そ の 他
　第 １章　伝統的な復旧工法（参考）
　第 2章　機械経費

第Ⅵ編　参考資料
　第 １章　設計資料
　第 2章　災害復旧における環境への取組に

ついて
　第 3章　災害復旧工法について

図書ご案内 平成22年 7 月発刊

本書の内容
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平成22年　発生主要異常気象別被害報告 平成23年 １ 月１4日現在（単位：千円）
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